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○
国
土
交
通
省
令
第

号

船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項
、
第
六
条
ノ
四
第
一
項
、
第
二
十
九
条
ノ
三
第
一
項
、

第
二
十
九
条
ノ
四
第
一
項
及
び
第
二
十
九
条
ノ
八
の
規
定
に
基
づ
き
、
船
舶
設
備
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年

月

日

国
土
交
通
大
臣

前
田

武
志

船
舶
設
備
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
船
舶
設
備
規
程
の
一
部
改
正
）

第
一
条

船
舶
設
備
規
程
（
昭
和
九
年
逓
信
省
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
号
表
の
（
二
）
積
重
ね
試
験
の
項
の
表
荷
重
を
負
荷
す
る
方
法
の
欄
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

扉
を
有
す
る
コ
ン
テ
ナ
に
あ
つ
て
は
、
一
の
扉
を
取
り
外
し
た
状
態
に
お
い
て
も
荷
重
を
負
荷
す
る
こ
と
。

第
十
三
号
表
の
（
五
）
横
手
方
向
ラ
ツ
キ
ン
グ
試
験
の
項
中
「
ラ
ツ
キ
ン
グ
試
験
」
を
「
ラ
ッ
キ
ン
グ
試
験
」
に

改
め
、
同
項
の
表
荷
重
を
負
荷
す
る
箇
所
の
欄
中
「
す
み
金
具
」
を
「
隅
金
具
」
に
改
め
、
同
表
荷
重
の
大
き
さ
の

欄
中
「
ラ
ツ
キ
ン
グ
荷
重
」
を
「
ラ
ッ
キ
ン
グ
荷
重
」
に
改
め
、
同
表
荷
重
を
負
荷
す
る
方
法
の
欄
中
「
す
み
金
具

」
を
「
隅
金
具
」
に
改
め
、
同
欄
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

扉
を
有
す
る
コ
ン
テ
ナ
に
あ
つ
て
は
、
一
の
扉
を
取
り
外
し
た
状
態
に
お
い
て
も
荷
重
を
負
荷
す
る
こ
と
。
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（
船
舶
安
全
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

船
舶
安
全
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
運
輸
省
令
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
六
条
の
四
第
一
項
中
「
、
ラ
ツ
キ
ン
グ
試
験
荷
重
値
」
を
「
及
び
ラ
ッ
キ
ン
グ
試
験
荷
重
値
（
扉
を
有
す

る
コ
ン
テ
ナ
に
あ
つ
て
は
、
一
の
扉
を
取
り
外
し
た
状
態
に
お
け
る
最
大
積
重
ね
荷
重
及
び
ラ
ッ
キ
ン
グ
試
験
荷
重

値
を
含
む
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
、
「
及
び
側
壁
強
度
」
を
「
並
び
に
側
壁
強
度
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
、
ラ
ッ
キ
ン
グ
試
験
荷
重
値
」
を
「
及
び
ラ
ッ
キ
ン
グ
試
験
荷
重
値
」
に
、
「
及
び
側
壁
強
度
」
を
「
並

び
に
側
壁
強
度
」
に
改
め
る
。

第
五
十
九
条
の
二
第
三
項
中
「
最
大
積
重
ね
荷
重
」
の
下
に
「
（
船
上
に
お
い
て
扉
を
開
く
こ
と
が
想
定
さ
れ
る

コ
ン
テ
ナ
に
あ
つ
て
は
、
一
の
扉
を
取
り
外
し
た
状
態
に
お
け
る
最
大
積
重
ね
荷
重
）
」
を
加
え
る
。

別
表
第
一
中

「

救
命

艇
又

は
救

助
艇

の
内

燃
機

関
１

個
に

つ
き

2
1
,
3
0
0
円

を
」

「

救
命

艇
又

は
救

助
艇

の
内

燃
機

関
１

個
に

つ
き

2
1
,
3
0
0
円

に

つ
り

索
の

離
脱

装
置

１
個

に
つ

き
1
6
,
6
0
0
円

」

改
め
る
。

別
表
第
一
の
二
中

「

救
命

艇
又

は
救

助
艇

の
内

燃
機

関
１

個
に

つ
き

2
1
,
1
0
0
円

を
」
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「
救

命
艇

又
は

救
助

艇
の

内
燃

機
関

１
個

に
つ

き
2
1
,
1
0
0
円

に

つ
り

索
の

離
脱

装
置

１
個

に
つ

き
1
6
,
5
0
0
円

」

改
め
る
。

別
表
第
二
中

「

救
命

艇
又

は
救

助
艇

の
内

燃
機

関
１

個
に

つ
き

2
0
,
4
0
0
円

を
」

「

救
命

艇
又

は
救

助
艇

の
内

燃
機

関
１

個
に

つ
き

2
0
,
4
0
0
円

に

つ
り

索
の

離
脱

装
置

１
個

に
つ

き
1
5
,
8
0
0
円

」

改
め
る
。

別
表
第
二
の
二
中

「

救
命

艇
又

は
救

助
艇

の
内

燃
機

関
１

個
に

つ
き

2
0
,
2
0
0
円

を
」

「

救
命

艇
又

は
救

助
艇

の
内

燃
機

関
１

個
に

つ
き

2
0
,
2
0
0
円

に

つ
り

索
の

離
脱

装
置

１
個

に
つ

き
1
5
,
7
0
0
円

」

改
め
る
。

「R
A
C
K
I
N
G

T
E
S
T

L
O
A
D

V
A
L
U
E

O
N
E

D
O
O
R

O
F
F
:

「R
A
C
K
I
N
G

T
E
S
T

L
O
A
D

V
A
L
U
E
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第
二
十
二
号
の
五
様
式
中

を

A
L
L
O
W
A
B
L
E

S
T
A
C
K
I
N
G

M
A
S
S

k
g

l
b

」

F
O
R

1
.
8
g

R
A
C
K
I
N
G

T
E
S
T

L
O
A
D

V
A
L
U
E

k
g

l
b

に
改
め
る
。

k
g

l
b

k
g

l
b

」

（
船
舶
消
防
設
備
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

船
舶
消
防
設
備
規
則
（
昭
和
四
十
年
運
輸
省
令
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
第
六
十
八
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
」
を
「
第
六
十
八
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
六
十
七
条
の
見
出
し
を
「
（
可
燃
性
ガ
ス
検
定
器
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
除
く
。
」
の
下
に
「
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
」
を
加
え
、
「
オ
イ
ル
フ
エ
ン
ス
」
を
「
オ
イ
ル
フ
ェ
ン
ス
」
に
改
め
、
「
一
個
の
」
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を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
「
（
引
火
点
が
摂
氏
六
十
度
を
超
え
る
も
の
を
除
く

。
）
」
を
削
り
、
「
予
備
の
可
燃
性
ガ
ス
検
定
器
及
び
可
燃
性
ガ
ス
検
定
器
」
を
「
予
備
の
可
燃
性
ガ
ス
検
定
器
及

び
酸
素
濃
度
計
並
び
に
可
燃
性
ガ
ス
検
定
器
及
び
酸
素
濃
度
計
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一

項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

液
体
貨
物
を
輸
送
す
る
タ
ン
カ
ー
、
海
洋
に
流
出
し
た
油
を
回
収
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る
船
舶
及
び
オ
イ

ル
フ
ェ
ン
ス
の
展
張
の
用
に
供
す
る
船
舶
に
は
、
酸
素
濃
度
計
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
八
条
中
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
二
項
の
次

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

載
貨
重
量
ト
ン
数
二
万
ト
ン
以
上
の
油
タ
ン
カ
ー
に
は
、
貨
物
タ
ン
ク
に
隣
接
す
る
区
画
（
ポ
ン
プ
室
を
除
く

。
）
に
、
機
能
等
に
つ
い
て
告
示
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
固
定
式
炭
化
水
素
ガ
ス
検
知
装
置
を
備
え
付
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
管
海
官
庁
が
当
該
区
画
の
消
防
設
備
を
考
慮
し
て
差
し
支
え
な
い
と
認
め
る
場
合

に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
船
舶
等
型
式
承
認
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

船
舶
等
型
式
承
認
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
運
輸
省
令
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中

「

救
命

艇
又

は
救

助
艇

の
内

燃
機

関
3
2
9
,
9
0
0

１
個

に
つ

き
1
0
,
7
0
0

を
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」

「

救
命

艇
又

は
救

助
艇

の
内

燃
機

関
3
2
9
,
9
0
0

１
個

に
つ

き
1
0
,
7
0
0

に

つ
り

索
の

離
脱

装
置

8
6
,
8
0
0

１
個

に
つ

き
1
,
5
5
0

」

改
め
る
。

別
表
第
一
の
二
中

「

救
命

艇
又

は
救

助
艇

の
内

燃
機

関
3
2
9
,
7
0
0

１
個

に
つ

き
1
0
,
6
0
0

を
」

「

救
命

艇
又

は
救

助
艇

の
内

燃
機

関
3
2
9
,
7
0
0

１
個

に
つ

き
1
0
,
6
0
0

に

つ
り

索
の

離
脱

装
置

8
6
,
7
0
0

１
個

に
つ

き
1
,
5
0
0

」

改
め
る
。

別
表
第
二
中

「

救
命

艇
又

は
救

助
艇

の
内

燃
機

関
１

個
に

つ
き

1
0
,
3
0
0

を
」

「

救
命

艇
又

は
救

助
艇

の
内

燃
機

関
１

個
に

つ
き

1
0
,
3
0
0

に

つ
り

索
の

離
脱

装
置

１
個

に
つ

き
1
,
4
5
0

」

改
め
る
。

別
表
第
二
の
二
中

「

救
命

艇
又

は
救

助
艇

の
内

燃
機

関
１

個
に

つ
き

1
0
,
2
0
0

を
」

「
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救
命

艇
又

は
救

助
艇

の
内

燃
機

関
１

個
に

つ
き

1
0
,
2
0
0

に

つ
り

索
の

離
脱

装
置

１
個

に
つ

き
1
,
4
5
0

」

改
め
る
。

（
船
舶
構
造
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

船
舶
構
造
規
則
（
平
成
十
年
運
輸
省
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
三
条
の
見
出
し
を
「
（
防
食
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
貨
物
油
（
」
の
下
に
「
次
項
及
び
」
を
加

え
、
「
腐
し
ょ
く
」
を
「
腐
食
」
に
、
「
防
し
ょ
く
」
を
「
防
食
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

載
貨
重
量
ト
ン
数
五
千
ト
ン
以
上
の
原
油
の
輸
送
の
用
に
供
す
る
タ
ン
カ
ー
（
船
舶
区
画
規
程
第
二
条
第
二
項

の
タ
ン
カ
ー
を
い
う
。
）
の
デ
ィ
ー
プ
タ
ン
ク
（
専
ら
燃
料
油
等
を
積
載
す
る
も
の
の
う
ち
、
原
油
を
積
載
す
る

も
の
に
限
る
。
）
内
の
腐
食
が
生
じ
や
す
い
箇
所
に
は
、
告
示
で
定
め
る
防
食
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
た
だ
し
、
管
海
官
庁
が
当
該
デ
ィ
ー
プ
タ
ン
ク
に
積
載
す
る
原
油
の
成
分
を
考
慮
し
て
差
し
支
え
な
い
と
認
め

る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
船
舶
設
備
規
程
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）
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第
二
条

施
行
日
前
に
製
造
さ
れ
た
コ
ン
テ
ナ
（
以
下
「
現
存
コ
ン
テ
ナ
」
と
い
う
。
）
に
係
る
荷
重
試
験
に
つ
い
て

は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
舶
設
備
規
程
第
十
三
号
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
船
舶
安
全
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

現
存
コ
ン
テ
ナ
に
係
る
最
大
積
重
ね
荷
重
又
は
ラ
ッ
キ
ン
グ
試
験
荷
重
値
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
船
舶
安
全
法
施
行
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五
十
六
条
の
四
第
一
項
及
び

第
三
項
並
び
に
第
五
十
九
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
現
存
コ
ン
テ
ナ
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
安
全
承
認
板
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
二

十
二
号
の
五
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
船
舶
消
防
設
備
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条

施
行
日
前
に
建
造
さ
れ
、
又
は
建
造
に
着
手
さ
れ
た
船
舶
に
係
る
消
防
設
備
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
に
よ
る

改
正
後
の
船
舶
消
防
設
備
規
則
第
六
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
船
舶
構
造
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条

平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
前
に
建
造
契
約
が
結
ば
れ
た
タ
ン
カ
ー
（
建
造
契
約
が
な
い
タ
ン
カ
ー
に
あ
っ
て

は
、
平
成
二
十
五
年
七
月
一
日
前
に
建
造
に
着
手
さ
れ
た
も
の
）
で
あ
っ
て
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
前
に
船
舶
所



- 9 -

有
者
に
対
し
引
き
渡
さ
れ
た
も
の
に
講
じ
る
防
食
措
置
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
舶
構
造

規
則
第
六
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
運
輸
省
令
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
百
七
十
二
条
第
三
項
中
「
第
六
十
八
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
」
を
「
第
六
十
八
条
第
五
項
か
ら
第
七
項

ま
で
」
に
、
「
同
条
第
五
項
」
を
「
同
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。


